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 はじめに  

 

 ＩＣＴ※１の進展に伴い加速する情報化社会の中で、若者を中心とした新聞・テレビ離

れが進み、インターネットの利用状況は高水準に達していることに加え、高齢層において

もデジタル化が進むなど、人々の情報入手に関する行動は大きく変化しています。 

 また、ＷＥＢメディアの隆盛、特にＳＮＳ（ソーシャル･ネットワーク･サービス）※２

の急速な普及に伴い、情報の発信者と受信者の境目がなくなるとともに、多様化するメデ

ィアの中から情報を選択して入手する傾向が強まってきています。 

 

 令和２年から幾度となく感染拡大の波が訪れた新型コロナウイルス感染症は、自治体の

広報広聴のあり方にも大きな影響を与えました。目に見えないウイルスに対する不安感や

恐怖心を背景に県政への関心が高まる中、「県民の声」に寄せられた、様々な人々からの

多様な意見やニーズを的確に把握し、県政に反映させることの重要性が改めて認識されま

した。 

 

また、情報が届きにくい方も含めた全ての県民の方に、正しい情報を迅速に届けること

や、届くだけでなく、理解され、共感され、行動変容につなげることの困難さを認識した

ところです。 

 

一方で、世界に類を見ない急速な高齢化と今後加速する人口減少による深刻な影響が懸

念される中、ＵＩＪターン※３などの移住者の獲得や、企業立地の推進による雇用・経済

効果の獲得、観光客等の交流人口やふるさと納税等の関係人口の獲得など、自治体間の競

争が激化してきています。 

 

「滋賀県広報戦略」は、これらの社会情勢の変化に的確に対応するため、県広報に関す

る基本的な方針として策定しようとするものであり、全庁で共有・実践することにより、

応答性を備えた県政を構築するとともに、滋賀の魅力の発信に努めていきます。戦略の推

進にあたっては、ＩＣＴを活用した、情報の受け手サイドの視点に立った、より効果的な

広報への転換（広報ＤＸ※４）と、庁内連携体制の強化や民間企業・市町等との協働によ

る発信力の最大化を、重視する視点として取り組んでいきます。 

 

※１「ＩＣＴ」… 情報通信技術。（Information and Communication Technology） 

※２「ＳＮＳ」… 登録された利用者同士が交流できるウェブサイト等の会員制サービス。 

※３「ＵＩＪターン」… Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンの総称で東京や大阪などの大都市圏から地

方に移住すること。 

※４「ＤＸ」… デジタルトランスフォーメーション。環境の変化に対応し、データとデジタル技術

を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルとともに、業務そ

のものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革すること。広報ＤＸについては 13 ページを

参照。 
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 第１章 本県広報の現状と課題  

 

 １ 県民の意見やニーズの的確な把握  

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、社会の様相が変化する中、県から発信される

情報への注目が高まるとともに、県に寄せられる「県民の声」が大幅に増加した。 

膨大な「声」を可視化し、県民の意見やニーズの把握に努める一方で、県民全体の

姿を的確に把握するためには、「声を上げない方」や「声を上げにくい環境にある方」

の意見も積極的に収集する必要がある。 

 

【県ホームページ閲覧数】 

 

 

 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

元年度 167万 145万 155万 169万 135万 133万 

２年度 
3,132万 

(18.8倍) 

919万 

(6.3倍) 

347万 

(2.2倍) 

1,345万 

(8.0倍) 

1,612万 

(11.9倍) 

688万 

(5.2倍) 

 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

元年度 160万 143万 133万 154万 222万 575万 1,660万 

２年度 
645万 

(4.0倍) 

909万 

(6.4倍) 

926万 

(7.0倍) 

1,135万 

(7.4倍) 

675万 

(3.0倍) 

798万 

(1.4倍) 

13,129万 

(7.9倍) 

 

 

【知事メッセージ動画視聴数】※令和3年9月30日時点 

 

 

 

 １位 ２位 ３位 

平成30年度 
92回 

(7/3 定例会見) 

83回 

(3/19 定例会見) 

67回 

(10/23、2/5 定例会見) 

令和元年度 
約4.7万回 

(3/31 感染拡大防止) 

約3.4万回 

(3/15 県内2例目) 

約1.2万回 

(3/5 県内初の感染者) 

令和２年度 
約6.4万回 

(4/16 滋賀1/5ルール) 

約3.7万回 

(4/8 県立学校の休業) 

約3.1万回 

(4/14 緊急メッセージ) 

 

 

 

県ホームページの閲覧数が大幅に増加した。 

知事メッセージ動画の視聴数が飛躍的に増加した。 

[単位：ｐｖ] 
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【「知事への手紙」受付件数】 

 

 

 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3(上半期) 

件数 964件 1,170件 1,033件 800件 745件 1,167件 9,638件 6,548件 

 

【県公式ＳＮＳ登録者数】 

 

 

 

 ＬＩＮＥ 
新型コロナ対策パーソ

ナルサポートＬＩＮＥ 
Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

平成30年度 ― ― 24,500人 5,577人 

令和元年度  8,036人 28,640人 25,270人 5,801人 

令和２年度 35,451人 164,638人 33,722人 6,924人 

 

県民から多くの意見が寄せられている。 

県公式ＳＮＳの登録者が増加している。 
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 ２ 受け手に伝わる情報発信  

 

ＩＣＴの進展に伴い、若年層のみならず高齢者層においてもデジタル化が進んでお

り、従来の広報媒体だけでは情報が届かなくなることが懸念される。一方で、デジタ

ル化だけでは情報が届かない層が生じるなど、情報入手方法の多様化が進んでいる。 

また、ＳＮＳをはじめとしたＷＥＢメディアの普及により、興味のある情報のみ選

択して入手する傾向が強くなる中、発信者視点になりがちな行政の広報は受け手に伝

わらないおそれがあるが、改善を図るための効果検証が十分に行われていない。 

 

【情報通信機器の世帯保有率】（出典）総務省「令和２年通信利用動向調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この10年間でスマートフォンの保有率が急速に高まり、パソコンや固定電話

の保有率を上回っている。 
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【県内新聞発行部数の推移】（出典）一般社団法人 日本新聞協会調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主なメディアの平均利用時間】 

（出典）総務省 「令和２年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 

  

 

 

 

 

世帯数は増加しているが、新聞の発行部数は右肩下がりにある。 

高齢層ではテレビ、若年層ではインターネットが高くなっており、世代によ

り利用するメディアに偏りがある。 

ネット 
テレビ 

（単位=部） 

世帯数 

部数 
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【主なソーシャルメディア等の利用率】 

（出典）総務省 「令和２年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メディアや情報に関する意識・行動(東京地区)】 

（出典）博報堂ＤＹメディアパートナーズ「メディア定点調査2021」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全年代でＬＩＮＥの利用率が高い。TwitterやInstagramは若者層で利用率が

高く、Instagramでは女性の利用率が高い。 

好きな情報は好きな時に見たいという傾向が強まっている。 



- 7 - 

 

   【メディア総接触時間の時系列推移（1日あたり・週平均）】 

    （出典）博報堂ＤＹメディアパートナーズ「メディア定点調査2021」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メディアの総接触時間は増加しており、中でも携帯電話/スマートフォンの総

接触時間は大幅に増加している。 
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 ３ 滋賀の魅力等の効果的な発信  

 

移住促進による定住人口の獲得や、観光・物産、ふるさと納税等を通じた交流人

口・関係人口の獲得を図るため、各自治体は地域の魅力を活かした情報発信に力を入

れており、自治体間での競争が激化している。 

コロナ禍の影響により、「適度な疎」のある地方移住への関心が高まり、住みやす

さに関する情報が求められる一方で、ふるさと納税やクラウドファンディング※５な

どにおいては、社会問題の解決につながる取組に注目が集まるなど、様々な視点から

「地域の魅力」が捉えられている。 

 

   【地方移住への関心の変化】 （出典）令和2年 内閣府調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５「クラウドファンディング」… 「群衆（crowd）」と「資金調達（funding）」を組み合わせた造

語。不特定多数の人がほかの人々や組織に財源の提供や協力を行うこと。 

 

  

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、「地方移住への関心が高まった」と回

答した三大都市圏居住者の割合は全体の15％。地方移住への関心は20代から

30代で高まっている。 
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【（就業者）テレワーク※６経験者の意識の変化】 （出典）令和2年 内閣府調査 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【移住に関する相談・問い合わせ数推移（東京：2008～2020：暦年）】  

（出典）令和2年 ふるさと回帰支援センタ―リリースより 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移住相談件数は年々増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

※６「テレワーク」… ＩＣＴを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。働く場

所によって、自宅利用型テレワーク（在宅勤務）、移動中や移動の合間に行うモバイルワーク、

サテライトオフィスやコワーキングスペースといった施設利用型テレワークのほか、リゾート

で行うワーケーションも含めてテレワークと総称している。 

  

テレワーク経験者は、地方移住に関する意識が変化した割合が高い。 

移住に関する相談・問い合わせ件数は年々増加傾向にある。 

増加傾向にある 
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【県外からの移住件数・移住者数の実績】 滋賀県市町振興課まとめ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ふるさと納税受入額および受入件数の推移（全国）】 

（出典）総務省 「ふるさと納税に関する現況調査結果（令和3年度）」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本県への移住件数、移住者数が増加している。 

全国的に、ふるさと納税の受入額および受入件数は増加傾向にある。 
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【東京都内にあるアンテナショップ一覧】  

（出典）一般財団法人 地域活性化センター R2.12リリースより 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京都内 年度別既存店・新設店舗数推移】   

（出典）一般財団法人 地域活性化センター R2.12リリースより 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都内に多くの自治体がアンテナショップを開設し、魅力を発信している。 

東京都内のアンテナショップ数は増加している。 

増加傾向にある 

（単位=件） 

※情報発信拠点

「ここ滋賀」 

※東京長浜観音堂 
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 第２章 戦略を推進するための基本的な考え方  

 

 １ 目指す姿  

 

現状と課題を踏まえ、県民等の共感を得て、参加、行動につながる広報を実践し、次

に掲げる「目指す姿」の実現を図る。 

 

① 県民の意見やニーズがより的確に把握され、県政に反映されている。 

② 受け手に伝わる情報発信により、県政の取組や課題への理解が深まっている。 

③ 滋賀の魅力が発信され、滋賀に住む人・訪れる人・関わる人が増加している。 

 

 ２ 重視する視点  

 

「目指す姿」の実現に向け、次の２つの着眼点により、具体的な取組を推進する。 

１点目は「広報ＤＸの推進」とし、ＩＣＴの活用により、県民等のニーズや意見に合

わせたデマンドサイド（需要側）の情報発信への転換を図り、検証・分析を重ねること

で、目指す姿の実現を図る。 

２点目は「情報発信力の最大化」とし、職員のスキルアップをはじめ、庁内連携や市

町・関係団体、県民との協働により、情報の集約や連携した発信を強化し、県政に関す

る情報などが、より広く、情報が届きにくい方にも確実に伝わる発信の実現を図る。 
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１ 広報ＤＸの推進 
 

・ＩＣＴの活用により、情報の受け手となる県民等との双方向の通信機能を構築

し、従来からの紙媒体やマスメディアを活用するサプライサイド（供給側）視点

の一方向の情報発信から、県民等のニーズや意見に合わせたデマンドサイド（需

要側）視点の情報発信に転換する。 
 

・県内外からいつでもアクセスできる基幹的な情報発信媒体である県ホームページ

については、県民等の情報取得行動や情報取得後の行動変容に関するデータの分

析に基づいて、需要に合わせた情報を届ける機能や、県民等が直接書き込みでき

るなどの双方向の通信機能の付与を検討する。 
 

・情報発信の事業においては、コンテンツの制作だけでなく、対象者に届けるため

の取組に重点を置く。また、ＩＣＴを積極的に活用することにより、「どういった

層にどのように伝わったのか」、「どういった層が興味を持っているか」などの検

証・分析を行い、より効果的な広報を実践する。 
 

・ただし、ホームページやＳＮＳなどを利用しない方にも必要な情報が届くよう十

分に配慮し、紙媒体やマスメディアの活用も組み合わせた情報発信に取り組む。 

２ 情報発信力の最大化 
 

・全庁組織が一体となって広報戦略の展開に取り組むため、各部局の広報責任者およ

び関係各課で構成する（仮称）滋賀県広報戦略会議を設置し、情報の集約や連携し

た発信を行う。 
 

・職員一人ひとりが広報パーソンとしての自覚を持ち、広報に関する十分な理解のも

とで広報活動を実践できるよう、スキルアップを図り、県庁全体の広報力の強化を

目指す。 
 

・県庁のプレスセンターとしての機能を高めるとともに、滋賀県の豊かな資源や特色

ある取組等の地域情報、県政に関する情報などが、より広く、情報が届きにくい方

にも確実に伝わるように、民間企業・市町・関係団体等との協働を推進する。 
 

・県民とともに情報が発信・拡散される仕組みをつくり、人と人がつながる広報を推

進する。 
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 第３章 戦略を推進するための具体的取組  

 

 １ 県民の意見やニーズの県政への反映  

 

 

 

取組① より広い県民の声の収集 

・「知事への手紙」や県政世論調査、県民政策コメント制度等、県に直接届く県

民の声に加え、市町に寄せられている県政に関する声も収集する。 

・ＳＮＳ等で交わされている滋賀県に関する意見を収集する。 

・声を上げにくい環境にある方の意見の収集に努める。 

・全ての職員が広聴マインドを持ち、様々な機会を活用して、県民との対話を実

践し、県民の声を聴き取る。 

 

取組② 可視化による県民意見等の的確な把握 

・収集した県民の声や、インターネットの関連データなどのビッグデータについ

て、データサイエンス※７を活用した手法により可視化し、潜在的な県民の意

見やニーズ、県政の課題を把握する。  

・可視化業務に必要な統計の知識・手法やデータの分析・加工等に関する職員の

スキルアップを図るとともに、ノウハウの獲得に努める。  

 

取組③ 県政への反映、県民との共有 

・県民の意見や分析・加工データ等を庁内で共有するとともに、客観的な証拠に

基づく政策立案（ＥＢＰＭ※８）に活用する。  

・県民の声やそれに対する回答、また、施策への反映状況を県民と共有するため

の仕組みを構築し、県民との相互理解を深めることで応答性を備えた広報の実

現を図る。 

 

①  県民の意見やニーズがより的確に把握され、県政に反映されている。 
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※７「データサイエンス」… データを用いて新たな科学的および社会に有益な知見を引き出そうと

するアプローチ。 

※８「ＥＢＰＭ」… 政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化し

たうえで合理的根拠に基づくものとすること。（Evidence Based Policy Making） 

 …広報ＤＸの推進にかかる取組 
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 ２ 県民の理解と信頼を得る広報  

 

 

 

取組① 伝わる広報となるための工夫・改善 

・県民の理解と信頼を得られるように、データや根拠を示し、できる限り専門用

語を避けるなど、受け手の視点に立った分かりやすい表現とする。 

・誰もが重要な県政情報を得られるように、手話通訳や字幕の挿入など、情報ア

クセシビリティ※９の向上に取り組む。 

・人権、ジェンダーに配慮した表現とする。 

・災害等における危機管理広報については、県民等の安全・安心を守るため、発

生状況や被害状況、その対応策など、必要な情報の迅速かつ的確な提供に努め

る。 

・県の施策に関連して発生した事件や事故、職員の不祥事等については誠実かつ

迅速に公表する。 

・ＩＣＴの活用により、情報発信の効果を検証しながら「ＰＤＣＡサイクル※10」

を回していくことで、「情報が届いている」「内容が理解されている」「県民の

意識や行動につながっている」など、より効果的な広報を実現する。  

 

取組② 受け手に届く媒体を活用した情報発信 

・情報の受け手のメディア利用傾向に応じた適切な媒体を組み合わせて発信する。

特に、従来の媒体では若い世代に届きにくくなってきている傾向があることに

鑑み、ＷＥＢ媒体を効果的に活用する。 

・情報弱者が生じないように、ＷＥＢ媒体を活用した広報のみではなく、広報誌

や新聞折込チラシ等の従来の媒体も活用する。 

    ・県ホームページは、県内外からいつでもアクセスできる基幹的な情報発信媒体 

であり、知りたい県政情報が容易に調べられるように、内容を充実させ、常に

最新の情報に更新するなど、適切な管理を行う。 

② 受け手に伝わる情報発信により、県政の取組や課題への理解が深まっている。 
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・ＩＣＴを活用した双方向の通信機能により、受け手のニーズを把握するなど情

報が伝わりやすくなるよう県ホームページの改修等に向けて検討を行う。 

・県政情報を誰でも手軽に入手できる媒体として、地域に根差した放送局を積極

的に活用する。 

・ＩＣＴを活用し、広報誌がより多くの県民に届く仕組みを検討する。  

・報道関係者へのレクチャーや記者会見、資料提供等の場を有効に活用する。 

 

取組③ 県民等との協働の推進 

・市町や関係団体をはじめ、包括連携協定を締結した企業等のネットワークを活

用し、より広く届く発信に努める。 

・県民が主体的に情報を発信・拡散する仕組みを推進する。 

   

取組④ 職員の技能の向上 

・全ての職員に対し、受け手側の視点にたった広報を実践していくための研修を

実施する。 

〈研修テーマ例〉 

○メディアの特性・活用例 

〇情報アクセシビリティの向上・合理的配慮 

○パブリシティの効果的な活用方法 

○広報の効果測定  

 ・より効果的な広報活動が実践できるよう専門家の知見を活用する。 

 

 

 

 

 

※９「情報アクセシビリティ」… 高齢者、障がい者をはじめ、あらゆるユーザーがパソコンやＷＥ

Ｂページなどの情報資源を不自由なく利用できる「ユニバーサルデザイン」の考え方。 

※10「ＰＤＣＡサイクル」… 「Plan（計画）」、「Do（実行）」、「Check（評価）」、「Action（改善）」の

サイクルを繰り返し行うことで、継続的な業務の改善を促すこと。 
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 ３ 「選ばれる滋賀」となるための情報発信  

 

 

 

取組① 魅力のある素材の発掘 

・観光・物産、文化芸術等に関する情報に加え、社会課題の解決につながる取組

も含め、「本県ならでは」の魅力や特色のある情報素材を発掘する。 

 

 

〈滋賀県ならではのコンテンツの例〉 

分野 名称等 

農林水産物 

  

近江牛、近江しゃも、近江の茶、近江の伝統野菜、近江米、鮒ずし 

環境こだわり農産物、琵琶湖のヨシ、琵琶湖産魚介類 等 

地場産業 

  

長浜縮緬、彦根バルブ、彦根仏壇、彦根ファンデーション、湖東麻織物 

甲賀・日野製薬、信楽陶器、高島綿織物、高島扇骨 等 

工芸品 

  

近江上布、網織袖、秦荘袖、綴錦、ビロード、正藍染・近江木綿 

手織真田紐、草木染手組組紐、近江刺繍、彦根繍 等 

文化財 

 

比叡山延暦寺、竹生島、白髭神社、永源寺と奥永源寺の山村景観 

油日神社の文化財群、甲賀忍術博物館建物群、信楽焼窯跡群 等 

歴史 安土城、蒲生氏郷、石田三成、彦根城、近江商人 等 

観光 シガリズム、ビワイチ、ビワイチ・プラス 等 

先進的取組 ＭＬＧｓ、ＣＯ₂ネットゼロ、すまいる・あくしょん、健康しが 等 

 

・県外や海外で求められている情報素材の収集に努めるとともに、国内のみなら

ず世界から「選ばれる滋賀」となる情報素材を発掘する。 

・県民参加型のＳＮＳ等による広報参画の取組をはじめ、県民から情報素材が提

供される仕組みを推進する。 

・一元的な発信など効果の高い広報を展開するため、庁内で各部局の広報責任者

および関係各課で構成する（仮称）滋賀県広報戦略会議を設置し、滋賀の魅力

ある資源や取組等に関する情報の集約・共有を図る。 

 

 

③ 滋賀の魅力が発信され、滋賀に住む人・訪れる人・関わる人が増加している。 
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取組② 効果的な情報発信 

・重点的に発信するテーマ等に関しては、ターゲットや時期などを庁内の各部局

の広報責任者および関係各課で構成する（仮称）滋賀県広報戦略会議により共

通認識した上で、多様な広報媒体を連携させ、より強力に発信する。 

・県外や海外で求められている情報や発信方法について研修を実施する。 

・パブリシティを有効に活用し、メディア掲載率の向上を図る。 

・滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京都）や滋賀県誘客経済促進センター

（中国湖南省）等、県外の情報発信拠点の特性を活かした発信を行う。 

・国や関係団体等と連携しながら、海外に向けて情報発信を行う。 

・市町、関係団体、民間企業等による県庁会見室の利用を促進し、県庁プレスセ

ンターとしての発信力を高めるとともに、より多くの方々に届くよう、市町の

広報媒体との連携を強化する。 

・本県にゆかりのある著名人等、インフルエンサー※11 の活用や、ＳＮＳ等によ

る県民参画型の発信の取組により、本県の魅力等が県民等主体で拡散される仕

組みを推進する。 

・ＩＣＴの活用により、情報発信の効果を検証しながら「ＰＤＣＡサイクル」を

回していくことで、より効果的な広報を実現する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

※11「インフルエンサー」… 影響や勢力、効果といった意味を持つ「influence」という英語が語源

で、テレビタレント等、世間や人の施行・行動に大きな影響を与える人物のこと。 



- 20 - 

 

 第４章 取組期間等  

 

 １ 取組期間   

  令和３年度(2021年度)から令和６年度(2024年度)までの４年間 

※ 社会情勢、県政を取り巻く環境の変化等に適切に対応し、適宜見直しを実施する。 

 ２ 取組を検証するための参考指標   

①  県民の意見やニーズの県政への反映 

県政世論調査における次の数値を指標とする。 

 令和３年度 令和６年度目標値 

県政世論調査の回収率 ５０．６％ ５６．０％ 

県政への関心度  ６４．７％ ７１．０％ 

②  県民の理解と信頼を得る広報 

県政世論調査における次の数値を指標とする。 

 令和３年度 令和６年度目標値 

広報誌「滋賀プラスワン」の認知状況 ７８．５％ ８６．０％ 

テレビ番組「テレビ滋賀プラスワン」の認知状況 ６３．３％ ７０．０％ 

滋賀県公式ホームページの認知状況 ７１．９％ ７５．０％ 

③  「選ばれる滋賀」となるための情報発信 

「人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略」の重要業績評価指標

から次のとおりとする。 

 令和元年度 令和６年度目標値 

延べ観光入込客数 ５，２５４万人 ６，１００万人 

移住施策に取り組む市町への県外からの移住件数 １１７世帯 ２００世帯 
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 第５章 参考資料  

 

【県政への関心】 第54回県政世論調査より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 県政に関心をお持ちですか。 

  [〇は一つだけ] 
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【県の広聴活動への要望】 第54回県政世論調査より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 県では様々な機会を通じて、県民の皆さまのご意見等をお聴きしようと

努めています。さらにどのような場の提供や取組を進めるべきと思います

か。                     [３つ以内で複数回答] 
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【県政情報の入手方法】 第54回県政世論調査より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 県政情報（県の動きや県が行っている施策、事業、お知らせなど）を何

から得ることが多いですか。               [複数回答] 
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【県の広報の認知状況】 第54回県政世論調査より抜粋 

 

 

 

 

N=2,931 

 

 

 

問 次にあげる県の広報を読んだり、見たり、聴いたりしたことがあります

か。 


